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第１回　保護司と社会を明るくする運動について

　７月３日に能代地区保護司会八峰支部長から副町長への内閣総理大臣メッセージの手交が行われ、
「社会を明るくする運動」が展開されています。安全・安心な地域社会の実現のために活動してい
る保護司にスポットを当て、２回に分けて保護司や社会を明るくする運動についてご紹介します。

第１回　保護司と社会を明るくする運動について
【更生保護】
　犯罪や非行をした人が再び罪を犯すことのないよう、地域社会の中でその立ち直りを指導・支援
するとともに、犯罪や非行のない安全・安心な社会をつくるための啓発を行う活動です。

【保護司】
　法務大臣が委嘱するボランティアで、更生保護活動に貢献しています。保護司は非常勤の国家公
務員としての身分を持ち、給与は支給されませんが、活動経費は国から支給され、活動中の怪我な
どは、公務災害の補償が受けられます。

【社会を明るくする運動】　
　「＃生きづらさを生きていく」をスローガンに、7月１日から第73回社会を明るくする運動が展開
されています。内閣総理大臣のメッセージ手交を皮切りにスタートしたこの運動は、毎年多数のご
参加を得ながら広がり、本年第73回を迎えました。
　この運動は昭和26年から始まり、すべての国民が、犯罪や非行の防止や、犯罪や非行をした人た
ちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、安全安心な地域社会を築くた
めの全国的な運動で、保護司の啓発活動の主軸となる運動です。
　保護司をはじめ地域の皆様が中心となり、国、地方公共団体、民間が手を携え、更生保護のネッ
トワークを広げるべく取り組んでいます。

　このように、保護司は地域の安全・安心のための活動を実施しています。来月は保護司の活動内
容と昨今の懸案事項である保護司のなり手不足についてご紹介します。

■問合せ先　総務課　町民サービス係　７６－４６１４

～安全・安心な地域社会づくりのために～～安全・安心な地域社会づくりのために～

◎歯科衛生士募集（パート可）
　　◎訪問診療しております。
　　詳しく知りたい方はお電話ください〈予約制〉


